
国立高度専門医療センターの
独立行政法人化について



独立行政法人制度の概要

＜高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（個別法）＞

＜独立行政法人通則法の概要＞

○ 法人の名称・目的・ 業務は個
別法で規定

○ 法人の長と監事は主務大臣が
任命、役職員は長が任命

○ 役員の名称・人数・任期等及
び職員の身分は個別法で定める

○ 給与等の支給基準は公務員
や民間企業の給与、法人の実績
等を勘案して法人が定め、公表

○ 企業会計原則

○ 毎年度財務諸表を作成、会計監
査人の監査、主務大臣の承認（評
価委員会の意見を聴取）を受けて
公表

○ 政府は出資及び業務の財源の
交付ができる（運営費交付金）

○ 個別法に定めのある場合のみ
長期借入・債券発行ができる

○ 積立金（剰余金）の使途は個別
法で定める。

○ 主務大臣は、３～５年の範
囲で法人が達成すべき目標を
設定（評価委員会の意見の聴
取）、公表

○ 法人の長は中期目標達成
のための中期計画を策定、大
臣認可(評価委員会の意見を
聴取)、公表

○ 法人の長は毎事業年度年
度計画を策定、公表

○ 毎事業年度及び中期
計画終了後、業務実績に
つき各府省の評価委員会
及び総務省の審議会の
評価

○ 中期計画終了後、主務
大臣による組織・業務の
全般にわたる検討、総務
省の審議会による主務大
臣への勧告

民間にゆだねた場合には実施されないおそれがある業務の効率的・効果的な実施が目的独立行政法人

企画立案機能（国） 実施機能（独立行政法人）

国は企画（事業の目標と評価）に徹し、法人は事業の実施に責任を持つ

国の事務・事業

＜独立行政法人制度の基本的考え方＞

現在、国の施設等機関である６センターが、６つの独立行政法人として位置づけられた。

設立・運営 財務・会計
中期目標
中期計画等

評価体制



現在６つある国立高度専門医療センターを、それぞれ平成２２年度から非公務員型の
独立行政法人へ移行させるため、所要の措置を講ずる。

国立高度専門医療研究センター

・（独）国立がん研究センター

・（独）国立循環器病研究センター

・（独）国立精神・神経医療研究センター

・（独）国立国際医療研究センター

・（独）国立成育医療研究センター

・（独）国立長寿医療研究センター

国立高度専門医療センター（ＮＣ）

・国立循環器病センター
・国立精神・神経センター

業 務 等

・国立がんセンター

・国立国際医療センター
・国立成育医療センター
・国立長寿医療センター

【
現
在
】

【
平
成
22
年
4
月
～
】

組織形態

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律の概要

【法律の施行期日】平成22年4月1日 （設立準備に必要な規定は公布日）

※ 行政改革推進法（平成18年法律第47号）及び特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）により、国立高度専門医療センター特別会計は
平成２１年度末日で廃止することとされている。

法人は、国民の健康に重大な影響のある
・ がんその他の悪性新生物

・ 循環器病
・ 精神疾患、神経疾患、筋疾患、知的障害
その他の発達障害等

・ 感染症その他の疾患であって、国際的な調査、
研究を必要とするもの

・ 母性、乳幼児等の難治性疾患その他の疾患
・ 加齢に起因する疾患

に係る医療の調査、研究及び技術の開発、これらの業務に密接
に関連する医療の提供、技術者の研修、医療政策の提言等の業
務を行い、国内の医療水準をリードし、国際的な医療研究のネッ
トワークに参画できる機関とする。

施行期日

※ 非公務員型の独立行政法人として設立（職員に争議権あり）。
※ 役員には、各センターごと理事長１人、監事２人に加え、
下記の数の理事が法定されている。
・（独）国立がん研究センター・・・・・・・・・・・５人以内
・（独）国立循環器病研究センター・・・・・・・３人以内
・（独）国立精神・神経医療研究センター・・４人以内
・（独）国立国際医療研究センター・・・・・・・６人以内
・（独）国立成育医療研究センター・・・・・・・３人以内
・（独）国立長寿医療研究センター・・・・・・・３人以内



項 目 施 設 等 機 関（国 家 行 政 組 織） 非 特 定 独 立 行 政 法 人

・責任体制 ○ 国家行政組織の一部であリ､上部機関（本省等） ○ 法人の長に裁量を与え､主務大臣の関与を最小限にして、業務運営の責任の

による日常的管理の下にある。 所在を法人の長に明確化。

・業務運営 ○ 予算の範囲内で施設長が決定するが、明確な目 ○ 主務大臣は、３～５年の期間を定め、独立行政法人の性格に応じて、効率化

標設定はない。 やサービス向上等に関する中期目標を設定し、独立行政法人に通知。

○ 制度的に中期的な計画がなく、基本的に単年度 ○ 独立行政法人の長は、中期目標を達成するための具体的な計画を定め、自主

ごとで事業運営を行う。（予算単年度主義） 性・自律性をもって業務を遂行することとしており、単年度に縛られずに当該

中期計画の範囲内で柔軟かつ機動的な業務運営が可能。

・評価／見直し ○ 第三者による評価の仕組みはなく、本省におい ○ 各省に置かれる第三者機関の独立行政法人評価委員会が毎年評価を行うとと

て一部の指標による政策評価を実施し、公表する。 もに、中期目標期間終了時においても評価を行い、意見を表明。

○ 総務省により行政機関の業務の実施状況の評 ○ 総務省の第三者機関の評価委員会は各省の行う評価等の内容をチェックし、

価・監視が必要に応じて実施される。 意見を表明。

○ 特に中期目標期間終了時は組織及び業務の全般にわたる抜本的な検討及び見

直しを実施。

・会計制度 ○ 現金主義の官庁会計制度により運営され、国民 ○ 発生主義、複式簿記等の企業会計的手法を導入する｡毎年度、財務諸表(資金

から分かりにくい。 収支計算書を含む。)を作成し、事業報告書・決算報告書とともに公表する。

○ 所管省庁や財政当局の複雑な事務手続きによる 監事のチェックに加え、独立行政法人評価委員会の審議に付すとともに、一定

予算執行の制約。 規模以上の法人には会計監査人の監査が義務づけられ、その結果も公表する｡

・予 算 ○ 国の予算の一部であり、国会の議決を経て制定。 ○ 中期計画に従い、国は独立行政法人の業務運営の財源に充てるために「渡し

これにより現金の支出が可能となるが、毎年度、 切りの交付金」を交付する。交付金の使途は特定せず、翌年度への繰り越しも

細目により管理され、弾力的執行が困難。 可能とする。

○ 年度内消化を原則とし、移用・流用・繰越は制 ○ 独立行政法人は、中期計画に従い、毎年度、自律性の高い業務運営を行う。

限される。

・定 員 ○ 法定定員制度の中。毎年度、業務運営に関係な ○ 法定定員制度の外。ただし、国家公務員に準じた５年５％の人件費削減（H17
く、計画的（一律的）に定員が削減される。 年 12月 24日閣議決定された行政改革の重要方針）の規制の対象。

・労働三権 ○ 団結権、協約締結権のない団体交渉権あり、争 ○ 団結権、団体交渉権(協約締結権含む)及び争議権あリ。

議権なし。

・給 与 ○ 職務と責任に応じた給与原則。 ○ 独立行政法人の実績、職員の業績の反映。

○ 人事院勧告に基づき給与法を改正。 ○ 社会一般の情勢に適合するように独立行政法人が決定し、届出・公表。

・身分保障／ ○ 法令に定める事由でなければ、意に反して、降 ○ 独立行政法人が就業規則によリ定める。

服務等 任、休職、免職されない。 ○ 独立行政法人の業務の性格に応じ、守秘義務、刑法の適用上の「みなし公務

○ 信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、 員」規定がある。

兼業の制限、営利企業の役員等との兼業禁止、離

職後における営利企業への就職に関する制限等。

現状と非特定独立行政法人との主な相違点



国立高度専門医療センターの独立行政法人化について

＜特別会計改革＞
（国立高度専門医療センター特別会計の見直し）
第三十三条 国立高度専門医療センター特別会計は、平成二十二年度において廃止するものとする。

２ 国立がんセンター、国立循環器病センター、国立精神・神経センター、国立国際医療センター、国立成育医療センター及び国立長寿医
療センターは、国立高度専門医療センター特別会計の負担に属する借入金に係る債務の処理その他これらの機関の事務及び事業の
適切かつ安定的な運営を維持するために必要な措置を講じた上で、独立行政法人に移行させるものとする。

＜総人件費改革＞

第五十条 国有林野事業の実施主体及び国立高度専門医療センターについては、第二十八条及び第三十三条第二項に規定するものの
ほか、特定独立行政法人以外の独立行政法人への移行を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

２ 主として政策の実施に係る国の事務及び事業のうち、自律的及び効率的な運営が可能と認められるものの実施主体については、特
定独立行政法人以外の独立行政法人その他その職員が国家公務員の身分を有しない法人に移行させることを検討し、その結果に基
づき、必要な措置を講ずるものとする。

「行政改革推進法」（平成18年6月2日 法律第47号）（抄）

「国の行政機関の定員の純減について」（平成18年6月30日 閣議決定）（抄）

① 国立高度専門医療センターについて、今後ともナショナルセンターとしての機能を的確に果たせるよう、必要な制度的・財政的な措置
を講じた上で自律的かつ効率的な事業運営を行うことにより、その機能の充実発展を図りつつ、非公務員型独立行政法人とする。こ
れにより、国立高度専門医療センター関係5,629人について、5,600人程度を純減する。

② 以上のほか、次の見直しを行う。
－法人化後を含め、業務の効率化や債務返済計画等について検討し、必要な措置を講ずる。
－法人形態の検討に当たっては共通業務の合理化・効率化に留意するとともに、法人化後は、法人形態の如何を問わず中期目標の下
で業務運営の効率化を図る。

「特別会計に関する法律」（平成19年3月31日 法律第23号）（抄）

（暫定的に設置する特別会計）
附則第六十七条 次の各号に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から当該各号に定める年度の末日までの期間に限り、設置する。

一～十一（略）
十二 国立高度専門医療センター特別会計 平成二十一年度
十三～十四（略）

２～３(略)



国立高度専門医療センターの
今後のあり方についての有識者会議報告書の概要

平成１９年７月１３日

国立高度専門医療センター（ナショナルセンター、NC）は、行政改革の一環として「行
政改革推進法（平成１８年法律第４７号）」や、その後の閣議決定「国の行政機関の定員
の純減について（平成１８年６月）」において、非公務員型の独立行政法人へ移行するこ
とが決定された。さらに、「特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号）」において、
NC特別会計が平成２１年度をもって廃止することと規定されたことを受け、平成２２年度
から独立行政法人へ移行することが決定された。

本有識者会議は、NCが独立行政法人化後において、国民医療にどのように貢献して
いくのか、その果たすべき役割等は何かについて、各々の政策医療分野の特性を踏ま
えつつ、検討を行ってきた。本有識者会議においては、今後、NCが独立行政法人化され
た後も、政策医療の牽引車としての役割を継続的に担えるよう、昨今の我が国の医療政
策の経緯、現状、課題等も見据えつつ、幅広い視点に立って議論を重ねてきた。

今般、今後の医療政策におけるNCの役割等について、検討の結果を取りまとめたの
で、ここに報告する。

NCの役割の明確化と持てる資源の選択と集中

○ NCは、平成22年度に独立行政法人化されるが、その後においても、NCが国の負っ
ている政策医療に対する課題を解決し、国民医療に貢献できるよう、役割を明確にし、
戦略的な取り組みを行うことが必要。

○ 効果的・効率的に政策課題を達成できるよう、自己完結的でなく、産学等と連携し、
持てる資源の選択と集中を図り、国の医療政策と一体となって、都道府県の中核的な
医療機関等を支援。

○ 成果を継続的に生み出していけるよう、研究所と病院とが高度専門性を有した上で、
その連携を強化。NCの牽引力を一層高めるため、研究機能を中核とした、「医療研究
センター的機能」の確立を図る。

○ NCの病院機能については、NCの強みの根源であり、それを基盤として研究機能を
強化し、成果を臨床に反映させる、「臨床研究重視型病院」を構築。
求められる臨床研究、医療の均てん化、人材育成、情報発信に必要な一定規模の

病床及び機能を確保。

NCの役割の明確化と持てる資源の選択と集中

今後の医療政策におけるNCの役割

「政策医療の牽引車」としての３つの役割

(1) 臨床研究の推進 「統括・調整者の役割」

・ 基礎研究の成果を臨床の実用化へつなぐ仕組みの構築
・ 医療クラスターと治験中核病院に必要な体制の整備
・ 人材の流動性を有した組織の構築、優秀な外国人幹部の登用、管理職の任期
付任用の導入と公募制を基本とした任用

(2) 医療の均てん化等の推進 「調整・支援・指導者の役割」

○医療の均てん化
・ 情報発信を中心とした医療の均てん化の展開
・ 都道府県の中核的な医療機関等を通じた先駆的医療や標準的医療等の普及
・ 高齢者の在宅医療システムの構築等均てん化に係る主導的な役割

○人材育成
・ 指導的な研究者や臨床家を指導する「指導者の中の指導者」の育成
・ 世界レベルの人材を輩出できるよう、戦略的に精鋭の育成
・ 医療の均てん化のため、地域医療の指導者の育成

○情報発信
・ ＮＣの行った研究成果等について迅速かつわかりやすい広報・周知
・ 都道府県の中核的な医療機関等に対する診断・治療技術等に係る最良の情報
発信

(3) 政策医療の総合的かつ戦略的な展開 「政策医療に対する提言者の役割」
・ 政策医療の展開等について、国に対して政策提言ができる仕組みの整備

NCの課題達成に相応しいＮＣのあり方等

○ 法人の形態について、政策課題を効果的・効率的に達成できるようにするためには、
各NCごとに法人化する必要がある。

○ NCが政策医療の牽引車として的確に役割が果たせるよう、患者等からの声を運営
等に活かせる仕組みをNCの中に設ける必要がある。

○ 新たな政策医療課題でどのNCにも属さないような分野については、国立国際医療
センターが国際医療協力を目的とし、総合診療機能を有していることにかんがみれば、
基本的には国立国際医療センターに担わせる必要がある。

○ 各NCの独立行政法人の名称や中期目標等の制度については、その企画・設計が
肝心との認識を十分にもって、本有識者会議の議論を踏まえ、検討を進めるべき。

今後の医療政策におけるNCの役割

NCの課題達成に相応しいNCのあり方等


